
令和６年第５回都城市議会定例会（１２月追加）

（議案第１５１号～第１６２号）



 



種類 番号 件　　　　　　　　　　　　　名 頁

議案 151
都城市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制
定について

1

議案 152 令和６年度都城市一般会計補正予算（第７号） 別冊

議案 153 令和６年度都城市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 別冊

議案 154 令和６年度都城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 別冊

議案 155 令和６年度都城市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

議案 156 令和６年度都城市介護保険特別会計補正予算（第４号） 別冊

議案 157 令和６年度都城市電気事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

議案 158 令和６年度都城市水道事業会計補正予算（第３号） 別冊

議案 159 令和６年度都城市簡易水道事業会計補正予算（第２号） 別冊

議案 160 令和６年度都城市御池簡易水道事業会計補正予算（第２号） 別冊

議案 161 令和６年度都城市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 別冊

議案 162 令和６年度都城市農業集落排水事業会計補正予算（第３号） 別冊

令和６年第５回都城市議会定例会付議事件名表（１２月追加）



 



  

議案第１５１号 

 

 

   都城市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

 

 

 都城市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 

 

 

   令和６年１２月１２日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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都

城
市

特
別

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

 
（

都
城

市
特

別
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

都
城

市
特

別
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
8
年

条
例

第
5
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

第
２

条
 

都
城

市
特

別
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
（

都
城

市
教

育
委

員
会

教
育

長
の

給
与

、
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３

条
 

都
城

市
教

育
委

員
会

教
育

長
の

給
与

、
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
8
年

条
例

第
5
2
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
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る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

市
長

が
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
市

長
が

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

市
長

が
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
市

長
が

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

第
４

条
 

都
城

市
教

育
委

員
会

教
育

長
の

給
与

、
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

市
長

が
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
市

長
が

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
給

料
月

額
に

、
給

料
月

額
に

給
与

条
例

第
1
8
条

の
３

に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

市
長

が
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
市

長
が

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

 
（

都
城

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
５

条
 

都
城

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
8
年

条
例

第
5
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。
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改
正

前
 

改
正

後
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
1
8
条

の
３

 
（

略
）

 
第

1
8
条

の
３

 
（

略
）

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

、
1
0
0
分

の
1
2
2
.
5
を

乗
じ

て

得
た

額
に

、
基

準
日

以
前

６
か

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

、
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
を

乗
じ

て

得
た

額
に

、
基

準
日

以
前

６
か

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ

い
て

は
、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
8
.
7
5
」

と
す

る
。

 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ

い
て

は
、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
1
.
2
5
」

と
す

る
。

 

４
～

６
 

（
略

）
 

４
～

６
 

（
略

）
 

（
勤

勉
手

当
）

 
（

勤
勉

手
当

）
 

第
1
8
条

の
６

 
（

略
）

 
第

1
8
条

の
６

 
（

略
）

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

規
則

で
定

め

る
基

準
に

従
っ

て
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

そ
の

者
に

所
属

す
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

額
を

超
え

て
は

な
ら

な
い

。
 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

規
則

で
定

め

る
基

準
に

従
っ

て
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

そ
の

者
に

所
属

す
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

額
を

超
え

て
は

な
ら

な
い

。
 

(
１

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職

員
 

当
該

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
若

し
く

は
失

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職

員
に

あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

若
し

く
は

失
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び

こ
れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
2
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
総

額
 

(
１

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職

員
 

当
該

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
若

し
く

は
失

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職

員
に

あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

若
し

く
は

失
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び

こ
れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
総

額
 

(
２

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

当
該

定
(
２

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

当
該

定

-5-



  

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
1
0
0
分

の
4
8
.
7
5

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
1
0
0
分

の
5
1
.
2
5

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

３
～

５
 

（
略

）
 

３
～

５
 

（
略

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

職 員 の 区 分

 
職 務 の 級

 

１
級

 
２

級
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 
８

級
 

号
給

 給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員

１
 

1
6
2
,
1
0
0
 2
0
8
,
0
0
0
2
4
0
,
9
0
0
2
7
1
,
6
0
0
 2
9
5
,
4
0
0
3
2
3
,
1
0
0
3
6
5
,
5
0
0
 4
1
0
,
3
0
0

２
 

1
6
3
,
2
0
0
 2
0
9
,
7
0
0
2
4
2
,
4
0
0
2
7
3
,
2
0
0
 2
9
7
,
5
0
0
3
2
5
,
3
0
0
3
6
8
,
1
0
0
 4
1
2
,
7
0
0

３
 

1
6
4
,
4
0
0
 2
1
1
,
4
0
0
2
4
3
,
8
0
0
2
7
4
,
7
0
0
 2
9
9
,
5
0
0
3
2
7
,
5
0
0
3
7
0
,
5
0
0
 4
1
5
,
2
0
0

４
 

1
6
5
,
5
0
0
 2
1
2
,
9
0
0
2
4
5
,
2
0
0
2
7
6
,
3
0
0
 3
0
1
,
4
0
0
3
2
9
,
5
0
0
3
7
2
,
9
0
0
 4
1
7
,
6
0
0

５
 

1
6
6
,
6
0
0
 2
1
4
,
4
0
0
2
4
6
,
4
0
0
2
7
7
,
8
0
0
 3
0
3
,
2
0
0
3
3
1
,
5
0
0
3
7
4
,
8
0
0
 4
1
9
,
5
0
0

６
 

1
6
7
,
7
0
0
 2
1
6
,
2
0
0
2
4
8
,
0
0
0
2
7
9
,
5
0
0
 3
0
5
,
0
0
0
3
3
3
,
5
0
0
3
7
7
,
3
0
0
 4
2
1
,
6
0
0

７
 

1
6
8
,
8
0
0
 2
1
7
,
9
0
0
2
4
9
,
5
0
0
2
8
1
,
3
0
0
 3
0
6
,
6
0
0
3
3
5
,
4
0
0
3
7
9
,
6
0
0
 4
2
3
,
7
0
0

８
 

1
6
9
,
9
0
0
 2
1
9
,
6
0
0
2
5
0
,
9
0
0
2
8
3
,
1
0
0
 3
0
8
,
2
0
0
3
3
7
,
3
0
0
3
8
2
,
1
0
0
 4
2
5
,
9
0
0

９
 

1
7
0
,
9
0
0
 2
2
1
,
1
0
0
2
5
2
,
0
0
0
2
8
4
,
8
0
0
 3
0
9
,
8
0
0
3
3
9
,
2
0
0
3
8
4
,
5
0
0
 4
2
7
,
8
0
0

1
0
 

1
7
2
,
3
0
0
 2
2
2
,
6
0
0
2
5
3
,
4
0
0
2
8
6
,
7
0
0
 3
1
2
,
0
0
0
3
4
1
,
2
0
0
3
8
7
,
1
0
0
 4
2
9
,
9
0
0

1
1
 

1
7
3
,
6
0
0
 2
2
4
,
1
0
0
2
5
4
,
9
0
0
2
8
8
,
5
0
0
 3
1
4
,
2
0
0
3
4
3
,
2
0
0
3
8
9
,
7
0
0
 4
3
2
,
0
0
0

1
2
 

1
7
4
,
9
0
0
 2
2
5
,
6
0
0
2
5
6
,
2
0
0
2
9
0
,
3
0
0
 3
1
6
,
2
0
0
3
4
5
,
2
0
0
3
9
2
,
3
0
0
 4
3
3
,
9
0
0

1
3
 

1
7
6
,
1
0
0
 2
2
6
,
8
0
0
2
5
7
,
5
0
0
2
9
2
,
1
0
0
 3
1
8
,
2
0
0
3
4
7
,
0
0
0
3
9
4
,
6
0
0
 4
3
5
,
6
0
0

1
4
 

1
7
7
,
6
0
0
 2
2
8
,
2
0
0
2
5
8
,
7
0
0
2
9
3
,
7
0
0
 3
2
0
,
2
0
0
3
4
9
,
0
0
0
3
9
6
,
9
0
0
 4
3
7
,
4
0
0

1
5
 

1
7
9
,
1
0
0
 2
2
9
,
6
0
0
2
5
9
,
9
0
0
2
9
5
,
1
0
0
 3
2
2
,
1
0
0
3
5
0
,
9
0
0
3
9
9
,
1
0
0
 4
3
9
,
3
0
0

1
6
 

1
8
0
,
7
0
0
 2
3
1
,
0
0
0
2
6
1
,
1
0
0
2
9
6
,
5
0
0
 3
2
4
,
0
0
0
3
5
2
,
8
0
0
4
0
1
,
4
0
0
 4
4
1
,
2
0
0

1
7
 

1
8
1
,
8
0
0
 2
3
2
,
4
0
0
2
6
2
,
3
0
0
2
9
8
,
0
0
0
 3
2
5
,
9
0
0
3
5
4
,
5
0
0
4
0
3
,
2
0
0
 4
4
3
,
0
0
0

1
8
 

1
8
3
,
2
0
0
 2
3
4
,
0
0
0
2
6
3
,
6
0
0
3
0
0
,
0
0
0
 3
2
7
,
9
0
0
3
5
6
,
5
0
0
4
0
5
,
1
0
0
 4
4
4
,
8
0
0

職 員 の 区 分

 
職 務 の 級

 

１
級

 
２

級
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 
８

級
 

号
給

 給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）
 

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員

１
 

1
8
3
,
5
0
0
 2
3
0
,
0
0
0
 2
6
1
,
3
0
0
2
8
7
,
3
0
0
 3
0
9
,
8
0
0
 3
3
5
,
0
0
0
3
7
3
,
4
0
0
 4
1
5
,
6
0
0
 

２
 

1
8
4
,
6
0
0
 2
3
1
,
5
0
0
 2
6
2
,
3
0
0
2
8
8
,
9
0
0
 3
1
1
,
5
0
0
 3
3
6
,
9
0
0
3
7
6
,
0
0
0
 4
1
8
,
0
0
0
 

３
 

1
8
5
,
8
0
0
 2
3
3
,
0
0
0
 2
6
3
,
3
0
0
2
9
0
,
4
0
0
 3
1
3
,
2
0
0
 3
3
8
,
7
0
0
3
7
8
,
3
0
0
 4
2
0
,
5
0
0
 

４
 

1
8
6
,
9
0
0
 2
3
4
,
5
0
0
 2
6
4
,
3
0
0
2
9
1
,
9
0
0
 3
1
4
,
7
0
0
 3
4
0
,
5
0
0
3
8
0
,
5
0
0
 4
2
2
,
9
0
0
 

５
 

1
8
8
,
0
0
0
 2
3
6
,
0
0
0
 2
6
5
,
3
0
0
2
9
3
,
4
0
0
 3
1
6
,
1
0
0
 3
4
2
,
2
0
0
3
8
2
,
4
0
0
 4
2
4
,
8
0
0
 

６
 

1
8
9
,
7
0
0
 2
3
7
,
5
0
0
 2
6
6
,
3
0
0
2
9
4
,
9
0
0
 3
1
7
,
4
0
0
 3
4
3
,
9
0
0
3
8
4
,
7
0
0
 4
2
6
,
9
0
0
 

７
 

1
9
1
,
3
0
0
 2
3
9
,
0
0
0
 2
6
7
,
3
0
0
2
9
6
,
3
0
0
 3
1
8
,
7
0
0
 3
4
5
,
5
0
0
3
8
6
,
8
0
0
 4
2
9
,
0
0
0
 

８
 

1
9
2
,
9
0
0
 2
4
0
,
5
0
0
 2
6
8
,
3
0
0
2
9
7
,
6
0
0
 3
2
0
,
0
0
0
 3
4
7
,
2
0
0
3
8
8
,
8
0
0
 4
3
1
,
2
0
0
 

９
 

1
9
4
,
5
0
0
 2
4
2
,
0
0
0
 2
6
9
,
3
0
0
2
9
8
,
8
0
0
 3
2
1
,
3
0
0
 3
4
8
,
8
0
0
3
9
0
,
8
0
0
 4
3
3
,
1
0
0
 

1
0
 

1
9
6
,
2
0
0
 2
4
3
,
4
0
0
 2
7
0
,
3
0
0
3
0
0
,
3
0
0
 3
2
3
,
1
0
0
 3
5
0
,
5
0
0
3
9
3
,
1
0
0
 4
3
5
,
2
0
0
 

1
1
 

1
9
7
,
8
0
0
 2
4
4
,
8
0
0
 2
7
1
,
3
0
0
3
0
1
,
8
0
0
 3
2
4
,
9
0
0
 3
5
2
,
1
0
0
3
9
5
,
3
0
0
 4
3
7
,
3
0
0
 

1
2
 

1
9
9
,
4
0
0
 2
4
6
,
2
0
0
 2
7
2
,
3
0
0
3
0
3
,
2
0
0
 3
2
6
,
6
0
0
 3
5
3
,
7
0
0
3
9
7
,
5
0
0
 4
3
9
,
2
0
0
 

1
3
 

2
0
1
,
0
0
0
 2
4
7
,
4
0
0
 2
7
3
,
3
0
0
3
0
4
,
6
0
0
 3
2
8
,
3
0
0
 3
5
5
,
2
0
0
3
9
9
,
7
0
0
 4
4
0
,
9
0
0
 

1
4
 

2
0
2
,
7
0
0
 2
4
8
,
6
0
0
 2
7
4
,
3
0
0
3
0
5
,
7
0
0
 3
3
0
,
0
0
0
 3
5
6
,
9
0
0
4
0
2
,
0
0
0
 4
4
2
,
7
0
0
 

1
5
 

2
0
4
,
4
0
0
 2
4
9
,
8
0
0
 2
7
5
,
3
0
0
3
0
6
,
7
0
0
 3
3
1
,
7
0
0
 3
5
8
,
5
0
0
4
0
4
,
2
0
0
 4
4
4
,
6
0
0
 

1
6
 

2
0
6
,
1
0
0
 2
5
1
,
0
0
0
 2
7
6
,
4
0
0
3
0
7
,
9
0
0
 3
3
3
,
4
0
0
 3
6
0
,
1
0
0
4
0
6
,
5
0
0
 4
4
6
,
5
0
0
 

1
7
 

2
0
7
,
4
0
0
 2
5
2
,
1
0
0
 2
7
7
,
4
0
0
3
0
9
,
1
0
0
 3
3
5
,
0
0
0
 3
6
1
,
7
0
0
4
0
8
,
3
0
0
 4
4
8
,
3
0
0
 

1
8
 

2
0
9
,
0
0
0
 2
5
3
,
2
0
0
 2
7
8
,
7
0
0
3
1
0
,
7
0
0
 3
3
6
,
7
0
0
 3
6
3
,
5
0
0
4
1
0
,
2
0
0
 4
5
0
,
1
0
0
 

-6-



  

 
 

 

 
1
9
 

1
8
4
,
6
0
0
 2
3
5
,
5
0
0
2
6
4
,
9
0
0
3
0
2
,
0
0
0
 3
2
9
,
8
0
0
3
5
8
,
3
0
0
4
0
7
,
0
0
0
 4
4
6
,
6
0
0

 
2
0
 

1
8
6
,
0
0
0
 2
3
6
,
9
0
0
2
6
6
,
2
0
0
3
0
3
,
8
0
0
 3
3
1
,
7
0
0
3
6
0
,
2
0
0
4
0
8
,
8
0
0
 4
4
8
,
3
0
0

 
2
1
 

1
8
7
,
3
0
0
 2
3
8
,
1
0
0
2
6
7
,
6
0
0
3
0
5
,
5
0
0
 3
3
3
,
4
0
0
3
6
2
,
1
0
0
4
1
0
,
6
0
0
 4
5
0
,
1
0
0

 
2
2
 

1
8
9
,
6
0
0
 2
3
9
,
7
0
0
2
6
9
,
1
0
0
3
0
7
,
4
0
0
 3
3
5
,
4
0
0
3
6
4
,
0
0
0
4
1
2
,
4
0
0
 4
5
1
,
6
0
0

 
2
3
 

1
9
1
,
8
0
0
 2
4
1
,
2
0
0
2
7
0
,
7
0
0
3
0
9
,
3
0
0
 3
3
7
,
4
0
0
3
6
5
,
9
0
0
4
1
4
,
2
0
0
 4
5
3
,
0
0
0

 
2
4
 

1
9
4
,
0
0
0
 2
4
2
,
6
0
0
2
7
2
,
2
0
0
3
1
1
,
1
0
0
 3
3
9
,
3
0
0
3
6
7
,
8
0
0
4
1
6
,
0
0
0
 4
5
4
,
5
0
0

 
2
5
 

1
9
6
,
2
0
0
 2
4
3
,
6
0
0
2
7
3
,
8
0
0
3
1
2
,
8
0
0
 3
4
0
,
7
0
0
3
6
9
,
7
0
0
4
1
7
,
6
0
0
 4
5
5
,
9
0
0

 
2
6
 

1
9
7
,
9
0
0
 2
4
5
,
1
0
0
2
7
5
,
5
0
0
3
1
4
,
8
0
0
 3
4
2
,
6
0
0
3
7
1
,
6
0
0
4
1
9
,
1
0
0
 4
5
7
,
2
0
0

 
2
7
 

1
9
9
,
4
0
0
 2
4
6
,
4
0
0
2
7
7
,
1
0
0
3
1
6
,
8
0
0
 3
4
4
,
5
0
0
3
7
3
,
5
0
0
4
2
0
,
6
0
0
 4
5
8
,
5
0
0

 
2
8
 

2
0
0
,
9
0
0
 2
4
7
,
6
0
0
2
7
8
,
7
0
0
3
1
8
,
7
0
0
 3
4
6
,
4
0
0
3
7
5
,
4
0
0
4
2
2
,
1
0
0
 4
5
9
,
7
0
0

 
2
9
 

2
0
2
,
4
0
0
 2
4
8
,
7
0
0
2
8
0
,
3
0
0
3
2
0
,
4
0
0
 3
4
8
,
0
0
0
3
7
6
,
9
0
0
4
2
3
,
6
0
0
 4
6
0
,
7
0
0

 
3
0
 

2
0
3
,
8
0
0
 2
4
9
,
7
0
0
2
8
1
,
8
0
0
3
2
2
,
4
0
0
 3
4
9
,
9
0
0
3
7
8
,
7
0
0
4
2
4
,
9
0
0
 4
6
1
,
4
0
0

 
3
1
 

2
0
5
,
2
0
0
 2
5
0
,
6
0
0
2
8
3
,
3
0
0
3
2
4
,
4
0
0
 3
5
1
,
7
0
0
3
8
0
,
5
0
0
4
2
6
,
2
0
0
 4
6
2
,
2
0
0

 
3
2
 

2
0
6
,
6
0
0
 2
5
1
,
5
0
0
2
8
4
,
8
0
0
3
2
6
,
4
0
0
 3
5
3
,
5
0
0
3
8
2
,
1
0
0
4
2
7
,
4
0
0
 4
6
2
,
9
0
0

 
3
3
 

2
0
8
,
0
0
0
 2
5
2
,
4
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,
3
0
0
 

 
 

 
 

1
0
8
 

 
3
0
3
,
6
0
0
 3
5
2
,
7
0
0
 

 
 

 
 

1
0
9
 

 
3
0
3
,
8
0
0
 3
5
3
,
2
0
0
 

 
 

 
 

1
1
0
 

 
3
0
4
,
2
0
0
 3
5
3
,
6
0
0
 

 
 

 
 

1
1
1
 

 
3
0
4
,
6
0
0
 3
5
3
,
9
0
0
 

 
 

 
 

1
1
2
 

 
3
0
4
,
9
0
0
 3
5
4
,
2
0
0
 

 
 

 
 

1
1
3
 

 
3
0
5
,
1
0
0
 3
5
4
,
7
0
0
 

 
 

 
 

1
1
4
 

 
3
0
5
,
3
0
0
  

 
 

 
 

 

1
1
5
 

 
3
0
5
,
6
0
0
  

 
 

 
 

 

1
1
6
 

 
3
0
6
,
0
0
0
  

 
 

 
 

 

1
1
7
 

 
3
0
6
,
2
0
0
  

 
 

 
 

 

1
1
8
 

 
3
0
6
,
4
0
0
  

 
 

 
 

 

1
1
9
 

 
3
0
6
,
7
0
0
  

 
 

 
 

 

1
2
0
 

 
3
0
7
,
0
0
0
  

 
 

 
 

 

1
2
1
 

 
3
0
7
,
4
0
0
  

 
 

 
 

 

1
2
2
 

 
3
0
7
,
6
0
0
  

 
 

 
 

 

1
2
3
 

 
3
0
7
,
9
0
0
  

 
 

 
 

 

1
2
4
 

 
3
0
8
,
2
0
0
  

 
 

 
 

 

1
2
5
 

 
3
0
8
,
5
0
0
  

 
 

 
 

 

定
 

基
準

給
 基

準
給

 基
準

給
 基

準
給

 基
準

給
 基

準
給

 基
準

給
 基

準
給
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年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

料
月

額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 

1
8
8
,
7
0
0
 2
1
6
,
2
0
0
2
5
6
,
2
0
0
2
7
5
,
6
0
0
 2
9
0
,
7
0
0
3
1
6
,
2
0
0
3
5
8
,
0
0
0
 3
9
1
,
2
0
0

 

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

料
月

額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 料

月
額

（
円

）
 

1
9
2
,
0
0
0
 2
1
9
,
5
0
0
 2
6
0
,
0
0
0
2
7
9
,
7
0
0
 2
9
4
,
9
0
0
 3
2
0
,
6
0
0
3
6
2
,
7
0
0
 3
9
6
,
2
0
0
 

 

 
 

第
６

条
 

都
城

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
昇

給
の

基
準

）
 

（
昇

給
の

基
準

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
～

５
 

（
略

）
 

２
～

５
 

（
略

）
 

６
 

5
5
歳

（
規

則
で

定
め

る
職

員
に

あ
っ

て
は

、
5
6
歳

以
上

の
年

齢
で

規
則

で
定

め
る

も
の

）
に

達
し

た
職

員
に

関
す

る
当

該
年

齢
に

達
し

た
日

後
最

初
の

４
月

１
日

以
後

の
昇

給
に

お
け

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て

は
、

同
項

中
「

４
号

給
（

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

そ
の

職
務

の
級

が
７

級
以

上
で

あ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

３
号

給
）

」
と

あ
る

の
は

、
「

０
号

給
」

と
す

る
。

 

６
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

４
号

給
（

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

そ
の

職
務

の
級

が
７

級
以

上
で

あ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

３
号

給
）

」
と

あ
る

の
は

、
「

０
号

給
」

と
す

る
。

 

 
(
１

)
 

5
5
歳

に
達

し
た

日
以

後
の

最
初

の
３

月
3
1
日

を
超

え
て

在
職

す
る

職
員

（
次

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除
く

。
）
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(
２

)
 

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

そ
の

職
務

の
級

が
８

級

で
あ

る
も

の
 

７
～

1
0
 

（
略

）
 

７
～

1
0
 

（
略

）
 

（
扶

養
手

当
）

 
（

扶
養

手
当

）
 

第
９

条
 

（
略

）
 

第
９

条
 

（
略

）
 

２
 

扶
養

手
当

の
支

給
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

者
で

、
他

に
生

計
の

途

が
な

く
主

と
し

て
そ

の
職

員
の

扶
養

を
受

け
て

い
る

も
の

を
扶

養
親

族
と

す
る

。
 

２
 

扶
養

手
当

の
支

給
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

者
で

、
他

に
生

計
の

途

が
な

く
主

と
し

て
そ

の
職

員
の

扶
養

を
受

け
て

い
る

も
の

を
扶

養
親

族
と

す
る

。
 

(
１

)
 

配
偶

者
（

届
出

を
し

な
い

が
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に

あ
る

者
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
１

)
 

（
略

）
 

(
３

)
 

（
略

）
 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
４

)
 

（
略

）
 

(
３

)
 

（
略

）
 

(
５

)
 

（
略

）
 

(
４

)
 

（
略

）
 

(
６

)
 

（
略

）
 

(
５

)
 

（
略

）
 

３
 

扶
養

手
当

の
月

額
は

、
前

項
第

１
号

及
び

第
３

号
か

ら
第

６
号

ま
で

の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
（

以
下

「
扶

養
親

族
た

る
配

偶
者

、
父

母
等

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
１

人
に

つ
き

6
,
5
0
0
円

（
行

政
職

給
料

表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

そ
の

職
務

の
級

が
８

級
で

あ
る

も
の
（

以
下
「

８

級
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

3
,
5
0
0
円

）
、

前
項

第
２

号
に

該
当

す

る
扶

養
親

族
（

以
下

「
扶

養
親

族
た

る
子

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
１

人
に

つ
き

１
万

円
と

す
る

。
 

３
 

扶
養

手
当

の
月

額
は

、
前

項
第

１
号

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
（

以
下
「

扶

養
親

族
た

る
子

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
１

人
に

つ
き

1
3
,
0
0
0
円

、
同

項
第

２
号

か
ら

第
５

号
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
（

以
下

「
扶

養
親

族
た

る
父

母
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
は

１
人

に
つ

き
6
,
5
0
0

円
（

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

そ
の

職
務

の
級

が
８

級
で

あ
る

も
の

（
以

下
「

８
級

職
員

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
3
,
5
0
0
円

）
と

す
る

。
 

４
 

扶
養

親
族

た
る

子
の

う
ち

に
満

1
5
歳

に
達

す
る

日
後

の
最

初
の

４
月

１

日
か

ら
満

2
2
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初

の
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

（
以

下

「
特

定
期

間
」

と
い

う
。

）
に

あ
る

子
が

い
る

場
合

に
お

け
る

扶
養

手
当

の
月

額
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
5
,
0
0
0
円

に
特

定
期

間
に

あ
る

当
該

扶
養

親
族

た
る

子
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

を
同

項
の

規
定

に
よ

る
額

に
加

算
し

た
額

と
す

る
。

 

４
 

扶
養

親
族

た
る

子
の

う
ち

に
満

1
5
歳

に
達

す
る

日
後

の
最

初
の

４
月

１

日
か

ら
満

2
2
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初

の
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
あ

る

子
が

い
る

場
合

に
お

け
る

扶
養

手
当

の
月

額
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
5
,
0
0
0
円

に
当

該
期

間
に

あ
る

当
該

扶
養

親
族

た
る

子
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

を
同

項
の

規
定

に
よ

る
額

に
加

算
し

た
額

と
す

る
。
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５

 
前

各
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
扶

養
親

族
の

数
の

変
更

に
伴

う
支

給
額

の
改

定
そ

の
他

扶
養

手
当

の
支

給
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
規

則
で

定
め

る
。

 

第
1
0
条

 
新

た
に

職
員

と
な

っ
た

者
に

扶
養

親
族

が
あ

る
場

合
又

は
職

員
に

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
職

員
は

、
直

ち
に

そ
の

旨
を

任
命

権
者

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
１

)
 

新
た

に
扶

養
親

族
た

る
要

件
を

具
備

す
る

に
至

っ
た

者
が

あ
る

場

合
 

(
２

)
 

扶
養

親
族

た
る

要
件

を
欠

く
に

至
っ

た
者

が
あ

る
場

合
（

扶
養

親

族
た

る
子

又
は

前
条

第
２

項
第

３
号

若
し

く
は

第
５

号
に

該
当

す
る

扶

養
親

族
が

、
満

2
2
歳

に
達

し
た

日
以

後
の

最
初

の
３

月
3
1
日

の
経

過
に

よ
り

、
扶

養
親

族
た

る
要

件
を

欠
く

に
至

っ
た

場
合

を
除

く
。

）
 

２
 

扶
養

手
当

の
支

給
は

、
新

た
に

職
員

と
な

っ
た

者
に

扶
養

親
族

が
あ

る

場
合

に
お

い
て

は
そ

の
者

が
職

員
と

な
っ

た
日

、
職

員
に

扶
養

親
族

で
前

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
に

係
る

も
の

が
な

い
場

合
に

お
い

て
そ

の
職

員
に

同
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
と

き
は

そ
の

事
実

が
生

じ
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
（

こ
れ

ら
の

日
が

月
の

初
日

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
日

の
属

す
る

月
）
か

ら
開

始
し

、
扶

養
手

当
を

受
け

て
い

る
職

員
が

離
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

場
合

に
お

い
て

は
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
者

が
離

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

、
扶

養
手

当
を

受
け

て
い

る
職

員
の

扶
養

親
族

で
同

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
に

係
る

も
の

の
全

て
が

扶
養

親
族

た
る

要
件

を
欠

く
に

至
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

事
実

が
生

じ
た

日
の

属
す

る
月

（
こ

れ
ら

の
日

が
月

の
初

日
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

日
の

属
す

る
月

の
前

月
）

を
も

っ
て

終
わ

る
。

た
だ

し
、

扶
養

手
当

の
支

給
の

開
始

に
つ

い
て

は
、

同
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

が
、

こ
れ

に
係

る
事

実
の

生
じ

た
日

か
ら

1
5
日

を
経

過
し

た
後

に
さ

れ
た

と
き

は
、

そ
の

届
出

を
受

理
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

（
そ

の
日

が
月

の
初

日
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

日
の

属
す

る
月

）
か

ら
行

う
も

の
と

す
る

。
 

３
 

扶
養

手
当

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
場

合

第
1
0
条

 
削

除
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に
お

い
て

は
、

そ
の

事
実

が
生

じ
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
（

そ
の

日
が

月
の

初
日

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
日

の
属

す
る

月
）

か
ら

そ
の

支
給

額
を

改
定

す
る

。
前

項
た

だ
し

書
の

規
定

は
、

第
１

号
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
場

合
に

お
け

る
扶

養
手

当
の

支
給

額
の

改
定

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

(
１

)
 

扶
養

手
当

を
受

け
て

い
る

職
員

に
更

に
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る

事
実

が
生

じ
た

場
合

 

(
２

)
 

扶
養

手
当

を
受

け
て

い
る

職
員

の
扶

養
親

族
で

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

届
出

に
係

る
も

の
の

一
部

が
扶

養
親

族
た

る
要

件
を

欠
く

に
至

っ

た
場

合
 

(
３

)
 

扶
養

親
族

た
る

配
偶

者
、

父
母

等
で

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出

に
係

る
も

の
が

あ
る

８
級

職
員

が
８

級
職

員
以

外
の

職
員

と
な

っ
た

場

合
 

(
４

)
 

扶
養

親
族

た
る

配
偶

者
、

父
母

等
で

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出

に
係

る
も

の
が

あ
る

職
員

で
８

級
職

員
以

外
の

も
の

が
８

級
職

員
と

な

っ
た

場
合

 

(
５

)
 

職
員

の
扶

養
親

族
た

る
子

で
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

に
係

る

も
の

の
う

ち
特

定
期

間
に

あ
る

子
で

な
か

っ
た

者
が

特
定

期
間

に
あ

る
子

と
な

っ
た

場
合

 

（
住

居
手

当
）

 
（

住
居

手
当

）
 

第
1
0
条

の
３

 
住

居
手

当
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
職

員
に

支
給

す
る

。
 

第
1
0
条

の
３

 
住

居
手

当
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
職

員
に

支
給

す
る

。
 

(
１

)
 

（
略

）
 

(
１

)
 

（
略

）
 

(
２

)
 

第
1
1
条

の
２

第
１

項
又

は
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

単
身

赴
任

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

で
、

配
偶

者
が

居
住

す
る

た
め

の
住

宅
（

市
長

が

別
に

定
め

る
住

宅
を

除
く

。
）

を
借

り
受

け
、

月
額

1
6
,
0
0
0
円

を
超

え

る
家

賃
を

支
払

っ
て

い
る

も
の

又
は

こ
れ

ら
の

も
の

と
の

権
衡

上
必

要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

市
長

が
定

め
る

も
の

 

(
２

)
 

第
1
1
条

の
２

第
１

項
又

は
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

単
身

赴
任

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

で
、

配
偶

者
（

届
出

を
し

な
い

が
事

実
上

婚
姻

関

係
と

同
様

の
事

情
に

あ
る

者
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
が

居
住

す
る

た

め
の

住
宅

（
市

長
が

別
に

定
め

る
住

宅
を

除
く

。
）

を
借

り
受

け
、

月

額
1
6
,
0
0
0
円

を
超

え
る

家
賃

を
支

払
っ

て
い

る
も

の
又

は
こ

れ
ら

の
も

の
と

の
権

衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

市
長

が
定

め

る
も

の
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２
・

３
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
 

（
通

勤
手

当
）

 
（

通
勤

手
当

）
 

第
1
1
条

 
（

略
）

 
第

1
1
条

 
（

略
）

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

(
１

)
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職

員
 

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

市
長

が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤

に
要

す
る

運
賃

等
の

額
に

相
当

す
る

額
（

以
下

こ
の

号
及

び
次

項
に

お

い
て

「
運

賃
等

相
当

額
」

と
い

う
。

）
。

た
だ

し
、

運
賃

等
相

当
額

を

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
以

下
こ

の
項

及
び

第
３

号

に
お

い
て
「

１
か

月
当

た
り

の
運

賃
等

相
当

額
」
と

い
う

。
）
が

5
5
,
0
0
0

円
を

超
え

る
と

き
は

、
支

給
単

位
期

間
に

つ
き

、
5
5
,
0
0
0
円

に
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
（

当
該

職
員

が
２

以
上

の
交

通
機

関

等
を

利
用

す
る

も
の

と
し

て
当

該
運

賃
等

の
額

を
算

出
す

る
場

合
に

お

い
て

、
１

か
月

当
た

り
の

運
賃

等
相

当
額

の
合

計
額

が
5
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

そ
の

者
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最

も
長

い
支

給
単

位
期

間
に

つ
き

、
5
5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
）

 

(
１

)
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職

員
 

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

市
長

が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤

に
要

す
る

運
賃

等
の

額
に

相
当

す
る

額
（

次
項

に
お

い
て

「
運

賃
等

相

当
額

」
と

い
う

。
）

。
 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
３

)
 

前
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
 

交
通

機
関

等
を

利
用

せ
ず

、
か

つ
、

自
動

車
等

を
使

用
し

な
い

で
徒

歩
に

よ
り

通
勤

す
る

も
の

と
し

た
場

合

の
通

勤
距

離
、

交
通

機
関

等
の

利
用

距
離

、
自

動
車

等
の

使
用

距
離

等

の
事

情
を

考
慮

し
て

市
長

の
定

め
る

区
分

に
応

じ
、

前
２

号
に

定
め

る

額
（

１
か

月
当

た
り

の
運

賃
等

相
当

額
及

び
前

号
に

定
め

る
額

の
合

計

額
が

5
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

当
該

職
員

の
通

勤
手

当
に

係
る

支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

5
5
,
0
0
0
円

に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

）
、

第
１

号
に

定
め

る

額
又

は
前

号
に

定
め

る
額

 

(
３

)
 

前
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
 

交
通

機
関

等
を

利
用

せ
ず

、
か

つ
、

自
動

車
等

を
使

用
し

な
い

で
徒

歩
に

よ
り

通
勤

す
る

も
の

と
し

た
場

合

の
通

勤
距

離
、

交
通

機
関

等
の

利
用

距
離

、
自

動
車

等
の

使
用

距
離

等

の
事

情
を

考
慮

し
て

市
長

の
定

め
る

区
分

に
応

じ
、

前
２

号
に

定
め

る

額
、

第
１

号
に

定
め

る
額

又
は

前
号

に
定

め
る

額
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３

 
運

賃
等

相
当

額
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

（
交

通
機

関
等

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

合
計

額
）

及
び

前
項

第
２

号
に

定
め

る
額

の
合

計
額

が
1
5
0
,
0
0
0
円

を
超

え
る

職
員

の
通

勤
手

当
の

額
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単

位
期

間
の

う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

1
5
0
,
0
0
0

円
に

当
該

支
給

単
位

期
間

の
月

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

３
 

（
略

）
 

４
 

（
略

）
 

４
 

通
勤

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

に
つ

き
、

離
職

そ
の

他
の

規
則

で
定

め

る
事

由
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

当
該

職
員

に
、

支
給

単
位

期
間

の
う

ち
こ

れ
ら

の
事

由
が

生
じ

た
後

の
期

間
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

。
 

５
 

通
勤

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

に
つ

き
、

離
職

そ
の

他
の

規
則

で
定

め

る
事

由
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

当
該

職
員

に
、

支
給

単
位

期
間

の
う

ち
こ

れ
ら

の
事

由
が

生
じ

た
後

の
期

間
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

額
を

返
納

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

５
 

（
略

）
 

６
 

（
略

）
 

６
 

（
略

）
 

７
 

（
略

）
 

（
管

理
職

員
特

別
勤

務
手

当
）

 
（

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

）
 

第
1
8
条

の
２

 
第

８
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

規
則

で
定

め
る

職
員

（
次

項
に

お
い

て
「

管
理

監
督

職
員

」
と

い
う

。
）

が
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

そ
の

他
の

公
務

の
運

営
の

必
要

に
よ

り
勤

務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

４
条

及
び

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
く

週
休

日
又

は
祝

日
法

に
よ

る
休

日
等

若
し

く
は

年
末

年
始

の
休

日
等
（

次
項

に
お

い
て
「

週
休

日
等

」

と
い

う
。

）
に

勤
務

し
た

場
合

は
、

当
該

職
員

に
は

、
管

理
職

員
特

別
勤

務
手

当
を

支
給

す
る

。
 

第
1
8
条

の
２

 
第

８
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

規
則

で
定

め
る

職
員

（
次

項
に

お
い

て
「

管
理

監
督

職
員

」
と

い
う

。
）

が
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

そ
の

他
の

公
務

の
運

営
の

必
要

に
よ

り
勤

務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項

、
第

４
条

及
び

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
く

週
休

日
又

は
祝

日
法

に
よ

る
休

日
等

若
し

く
は

年
末

年
始

の
休

日
等
（

次
項

に
お

い
て
「

週
休

日
等

」

と
い

う
。

）
に

勤
務

を
し

た
場

合
は

、
当

該
職

員
に

は
、

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

を
支

給
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

、
管

理
監

督
職

員
が

災
害

へ
の

対
処

そ

の
他

の
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

に
よ

り
週

休
日

等
以

外
の

日
の

午
前

０
時

か
ら

午
前

５
時

ま
で

の
間

で
あ

っ
て

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
勤

務
し

た
場

合
は

、
当

該
職

員
に

は
、

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

を
支

給
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

、
管

理
監

督
職

員
が

災
害

へ
の

対
処

そ

の
他

の
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

に
よ

り
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時

ま
で

の
間

（
週

休
日

等
に

含
ま

れ
る

時
間

を
除

く
。

）
で

あ
っ

て
正

規
の

勤
務

時
間

以
外

の
時

間
に

勤
務

を
し

た
場

合
は

、
当

該
職

員
に

は
、

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

を
支

給
す

る
。

 

３
 

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

３
 

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

額
（

前
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

に
従

事
す
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る
時

間
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

勤
務

を
し

た
職

員
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
額

に
1
0
0
分

の
1
5
0
を

乗
じ

て
得

た
額

）
と

す
る

。
 

(
１

)
 

第
１

項
に

規
定

す
る

場
合

 
同

項
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、

1
2
,
0
0
0

円
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
規

則
で

定
め

る
額

（
当

該
勤

務
に

従

事
す

る
時

間
等

を
考

慮
し

て
規

則
で

定
め

る
勤

務
を

し
た

職
員

に
あ

っ

て
は

、
そ

の
額

に
1
0
0
分

の
1
5
0
を

乗
じ

て
得

た
額

）
 

(
１

)
 

第
１

項
に

規
定

す
る

場
合

 
同

項
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、

1
2
,
0
0
0

円
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
規

則
で

定
め

る
額

 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
２

)
 

（
略

）
 

４
 

（
略

）
 

４
 

（
略

）
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
1
8
条

の
３

 
（

略
）

 
第

1
8
条

の
３

 
（

略
）

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

、
1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
を

乗
じ

て

得
た

額
に

、
基

準
日

以
前

６
か

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

２
 

期
末

手
当

の
額

は
、

期
末

手
当

基
礎

額
に

、
1
0
0
分

の
1
2
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
以

前
６

か
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ

い
て

は
、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
7
1
.
2
5
」

と
す

る
。

 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ

い
て

は
、
同

項
中
「

1
0
0
分

の
1
2
5
」
と

あ
る

の
は
「

1
0
0
分

の
7
0
」
と

す
る

。
 

４
～

６
 

（
略

）
 

４
～

６
 

（
略

）
 

（
勤

勉
手

当
）

 
（

勤
勉

手
当

）
 

第
1
8
条

の
６

 
（

略
）

 
第

1
8
条

の
６

 
（

略
）

 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

規
則

で
定

め

る
基

準
に

従
っ

て
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

そ
の

者
に

所
属

す
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

額
を

超
え

て
は

な
ら

な
い

。
 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

、
任

命
権

者
が

規
則

で
定

め

る
基

準
に

従
っ

て
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

任
命

権
者

が
支

給
す

る
勤

勉
手

当
の

額
の

そ
の

者
に

所
属

す
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

額
を

超
え

て
は

な
ら

な
い

。
 

(
１

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
(
１

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
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員
 

当
該

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
若

し
く

は
失

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職

員
に

あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

若
し

く
は

失
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び

こ
れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
7
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
総

額
 

員
 

当
該

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
若

し
く

は
失

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職

員
に

あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

若
し

く
は

失
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。

次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び

こ
れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
1
0
5
を

乗
じ

て
得

た
額

の
総

額
 

(
２

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

当
該

定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
1
0
0
分

の
5
1
.
2
5

を
乗

じ
て

得
た

額
の

総
額

 

(
２

)
 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

当
該

定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
1
0
0
分

の
5
0
を

乗
じ

て
得

た
額

の
総

額
 

３
～

５
 

（
略

）
 

３
～

５
 

（
略

）
 

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ

い
て

の
適

用
除

外
）

 
（

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
の

適
用

除
外

）
 

第
1
8
条

の
７

 
第

９
条

、
第

1
0
条

及
び

第
1
0
条

の
３

の
規

定
は

、
定

年
前

再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

は
適

用
し

な
い

。
 

第
1
8
条

の
７

 
第

９
条

の
規

定
は

、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

職 員 の 区 分

 
職 務 の 級

 

１
級

 
２

級
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 
８

級
 

号
給

 給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

定 年 前 再 任 用 短 時

１
 

 
（

略
）

 
2
6
1
,
3
0
0
2
8
7
,
3
0
0
 3
0
9
,
8
0
0
3
3
5
,
0
0
0
3
7
3
,
4
0
0
 4
1
5
,
6
0
0

２
 

2
6
2
,
3
0
0
2
8
8
,
9
0
0
 3
1
1
,
5
0
0
3
3
6
,
9
0
0
3
7
6
,
0
0
0
 4
1
8
,
0
0
0

３
 

2
6
3
,
3
0
0
2
9
0
,
4
0
0
 3
1
3
,
2
0
0
3
3
8
,
7
0
0
3
7
8
,
3
0
0
 4
2
0
,
5
0
0

４
 

2
6
4
,
3
0
0
2
9
1
,
9
0
0
 3
1
4
,
7
0
0
3
4
0
,
5
0
0
3
8
0
,
5
0
0
 4
2
2
,
9
0
0

５
 

2
6
5
,
3
0
0
2
9
3
,
4
0
0
 3
1
6
,
1
0
0
3
4
2
,
2
0
0
3
8
2
,
4
0
0
 4
2
4
,
8
0
0

６
 

2
6
6
,
3
0
0
2
9
4
,
9
0
0
 3
1
7
,
4
0
0
3
4
3
,
9
0
0
3
8
4
,
7
0
0
 4
2
6
,
9
0
0

７
 

2
6
7
,
3
0
0
2
9
6
,
3
0
0
 3
1
8
,
7
0
0
3
4
5
,
5
0
0
3
8
6
,
8
0
0
 4
2
9
,
0
0
0

８
 

2
6
8
,
3
0
0
2
9
7
,
6
0
0
 3
2
0
,
0
0
0
3
4
7
,
2
0
0
3
8
8
,
8
0
0
 4
3
1
,
2
0
0

職 員 の 区 分

 
職 務 の 級

 

１
級

 
２

級
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 
８

級
 

号
給

 給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）

給
料

月

額
（

円
）
 給

料
月

額
（

円
）
 

定 年 前 再 任 用 短 時

１
 

 
（

略
）

 
2
6
5
,
3
0
0
2
9
8
,
8
0
0
 3
2
1
,
3
0
0
 3
5
5
,
2
0
0
4
0
8
,
3
0
0
 4
5
8
,
3
0
0
 

２
 

2
6
6
,
3
0
0
3
0
0
,
3
0
0
 3
2
3
,
1
0
0
 3
5
6
,
9
0
0
4
1
0
,
2
0
0
 4
6
3
,
8
0
0
 

３
 

2
6
7
,
3
0
0
3
0
1
,
8
0
0
 3
2
4
,
9
0
0
 3
5
8
,
5
0
0
4
1
2
,
1
0
0
 4
6
8
,
8
0
0
 

４
 

2
6
8
,
3
0
0
3
0
3
,
2
0
0
 3
2
6
,
6
0
0
 3
6
0
,
1
0
0
4
1
3
,
9
0
0
 4
7
3
,
5
0
0
 

５
 

2
6
9
,
3
0
0
3
0
4
,
6
0
0
 3
2
8
,
3
0
0
 3
6
1
,
7
0
0
4
1
5
,
7
0
0
 4
7
7
,
5
0
0
 

６
 

2
7
0
,
3
0
0
3
0
5
,
7
0
0
 3
3
0
,
0
0
0
 3
6
3
,
5
0
0
4
1
7
,
5
0
0
 4
8
1
,
0
0
0
 

７
 

2
7
1
,
3
0
0
3
0
6
,
7
0
0
 3
3
1
,
7
0
0
 3
6
5
,
0
0
0
4
1
9
,
3
0
0
 4
8
4
,
0
0
0
 

８
 

2
7
2
,
3
0
0
3
0
7
,
9
0
0
 3
3
3
,
4
0
0
 3
6
6
,
6
0
0
4
2
1
,
1
0
0
 4
8
6
,
0
0
0
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間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員

９
 

2
6
9
,
3
0
0
2
9
8
,
8
0
0
 3
2
1
,
3
0
0
3
4
8
,
8
0
0
3
9
0
,
8
0
0
 4
3
3
,
1
0
0

1
0
 

2
7
0
,
3
0
0
3
0
0
,
3
0
0
 3
2
3
,
1
0
0
3
5
0
,
5
0
0
3
9
3
,
1
0
0
 4
3
5
,
2
0
0

1
1
 

2
7
1
,
3
0
0
3
0
1
,
8
0
0
 3
2
4
,
9
0
0
3
5
2
,
1
0
0
3
9
5
,
3
0
0
 4
3
7
,
3
0
0

1
2
 

2
7
2
,
3
0
0
3
0
3
,
2
0
0
 3
2
6
,
6
0
0
3
5
3
,
7
0
0
3
9
7
,
5
0
0
 4
3
9
,
2
0
0

1
3
 

2
7
3
,
3
0
0
3
0
4
,
6
0
0
 3
2
8
,
3
0
0
3
5
5
,
2
0
0
3
9
9
,
7
0
0
 4
4
0
,
9
0
0

1
4
 

2
7
4
,
3
0
0
3
0
5
,
7
0
0
 3
3
0
,
0
0
0
3
5
6
,
9
0
0
4
0
2
,
0
0
0
 4
4
2
,
7
0
0

1
5
 

2
7
5
,
3
0
0
3
0
6
,
7
0
0
 3
3
1
,
7
0
0
3
5
8
,
5
0
0
4
0
4
,
2
0
0
 4
4
4
,
6
0
0

1
6
 

2
7
6
,
4
0
0
3
0
7
,
9
0
0
 3
3
3
,
4
0
0
3
6
0
,
1
0
0
4
0
6
,
5
0
0
 4
4
6
,
5
0
0

1
7
 

2
7
7
,
4
0
0
3
0
9
,
1
0
0
 3
3
5
,
0
0
0
3
6
1
,
7
0
0
4
0
8
,
3
0
0
 4
4
8
,
3
0
0

1
8
 

2
7
8
,
7
0
0
3
1
0
,
7
0
0
 3
3
6
,
7
0
0
3
6
3
,
5
0
0
4
1
0
,
2
0
0
 4
5
0
,
1
0
0

 
1
9
 

2
8
0
,
0
0
0
3
1
2
,
3
0
0
 3
3
8
,
4
0
0
3
6
5
,
0
0
0
4
1
2
,
1
0
0
 4
5
1
,
9
0
0

 
2
0
 

2
8
1
,
2
0
0
3
1
3
,
9
0
0
 3
4
0
,
0
0
0
3
6
6
,
6
0
0
4
1
3
,
9
0
0
 4
5
3
,
6
0
0

 
2
1
 

2
8
2
,
5
0
0
3
1
5
,
4
0
0
 3
4
1
,
5
0
0
3
6
8
,
0
0
0
4
1
5
,
7
0
0
 4
5
5
,
4
0
0

 
2
2
 

2
8
3
,
8
0
0
3
1
7
,
0
0
0
 3
4
3
,
1
0
0
3
6
9
,
6
0
0
4
1
7
,
5
0
0
 4
5
6
,
9
0
0

 
2
3
 

2
8
5
,
0
0
0
3
1
8
,
6
0
0
 3
4
4
,
7
0
0
3
7
1
,
2
0
0
4
1
9
,
3
0
0
 4
5
8
,
3
0
0

 
2
4
 

2
8
6
,
2
0
0
3
2
0
,
2
0
0
 3
4
6
,
2
0
0
3
7
2
,
7
0
0
4
2
1
,
1
0
0
 4
5
9
,
8
0
0

 
2
5
 

2
8
7
,
3
0
0
3
2
1
,
7
0
0
 3
4
7
,
6
0
0
3
7
4
,
6
0
0
4
2
2
,
7
0
0
 4
6
1
,
2
0
0

 
2
6
 

2
8
8
,
5
0
0
3
2
3
,
4
0
0
 3
4
9
,
3
0
0
3
7
6
,
5
0
0
4
2
4
,
2
0
0
 4
6
2
,
5
0
0

 
2
7
 

2
8
9
,
8
0
0
3
2
5
,
0
0
0
 3
5
0
,
9
0
0
3
7
8
,
4
0
0
4
2
5
,
7
0
0
 4
6
3
,
8
0
0

 
2
8
 

2
9
1
,
1
0
0
3
2
6
,
6
0
0
 3
5
2
,
5
0
0
3
8
0
,
2
0
0
4
2
7
,
2
0
0
 4
6
5
,
0
0
0

 
2
9
 

2
9
2
,
4
0
0
3
2
8
,
0
0
0
 3
5
3
,
7
0
0
3
8
1
,
7
0
0
4
2
8
,
7
0
0
 4
6
6
,
0
0
0

 
3
0
 

2
9
3
,
4
0
0
3
2
9
,
7
0
0
 3
5
5
,
2
0
0
3
8
3
,
5
0
0
4
3
0
,
0
0
0
 4
6
6
,
7
0
0

 
3
1
 

2
9
4
,
4
0
0
3
3
1
,
4
0
0
 3
5
6
,
7
0
0
3
8
5
,
2
0
0
4
3
1
,
3
0
0
 4
6
7
,
4
0
0

 
3
2
 

2
9
5
,
5
0
0
3
3
3
,
0
0
0
 3
5
8
,
2
0
0
3
8
6
,
8
0
0
4
3
2
,
5
0
0
 4
6
8
,
1
0
0

 
3
3
 

2
9
6
,
6
0
0
3
3
4
,
2
0
0
 3
5
9
,
9
0
0
3
8
8
,
5
0
0
4
3
3
,
7
0
0
 4
6
8
,
8
0
0

 
3
4
 

2
9
7
,
8
0
0
3
3
6
,
1
0
0
 3
6
1
,
7
0
0
3
8
9
,
9
0
0
4
3
5
,
0
0
0
 4
6
9
,
5
0
0

 
3
5
 

2
9
8
,
9
0
0
3
3
7
,
8
0
0
 3
6
3
,
4
0
0
3
9
1
,
3
0
0
4
3
6
,
3
0
0
 4
7
0
,
1
0
0

 
 

 

間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員

９
 

 2
7
3
,
3
0
0
3
0
9
,
1
0
0
 3
3
5
,
0
0
0
 3
6
8
,
0
0
0
4
2
2
,
7
0
0
 4
8
8
,
5
0
0
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6
5
 

3
3
6
,
1
0
0
3
7
6
,
6
0
0
 3
9
2
,
7
0
0
 4
1
3
,
7
0
0
 

 

 
6
6
 

3
3
6
,
8
0
0
3
7
7
,
2
0
0
 3
9
3
,
1
0
0
 4
1
4
,
0
0
0
 

 

 
6
7
 

3
3
7
,
5
0
0
3
7
7
,
9
0
0
 3
9
3
,
5
0
0
 4
1
4
,
3
0
0
 

 

 
6
8
 

3
3
8
,
1
0
0
3
7
8
,
5
0
0
 3
9
3
,
9
0
0
 4
1
4
,
5
0
0
 

 

 
6
9
 

3
3
8
,
6
0
0
3
7
8
,
9
0
0
 3
9
4
,
2
0
0
 4
1
4
,
7
0
0
 

 

 
7
0
 

3
3
9
,
2
0
0
3
7
9
,
4
0
0
 3
9
4
,
5
0
0
 4
1
5
,
0
0
0
 

 

 
7
1
 

3
3
9
,
7
0
0
3
8
0
,
0
0
0
 3
9
4
,
8
0
0
 4
1
5
,
3
0
0
 

 

 
7
2
 

3
4
0
,
3
0
0
3
8
0
,
5
0
0
 3
9
5
,
0
0
0
 4
1
5
,
5
0
0
 

 

 
7
3
 

3
4
0
,
6
0
0
3
8
1
,
0
0
0
 3
9
5
,
2
0
0
 4
1
5
,
7
0
0
 

 

 
7
4
 

3
4
1
,
1
0
0
3
8
1
,
6
0
0
 3
9
5
,
5
0
0
 

 
 

 
7
5
 

3
4
1
,
5
0
0
3
8
2
,
1
0
0
 3
9
5
,
8
0
0
 

 
 

 
7
6
 

3
4
1
,
9
0
0
3
8
2
,
4
0
0
 3
9
6
,
0
0
0
 

 
 

 
7
7
 

3
4
2
,
3
0
0
3
8
2
,
8
0
0
 3
9
6
,
2
0
0
 

 
 

 
7
8
 

3
4
2
,
8
0
0
3
8
3
,
3
0
0
 3
9
6
,
5
0
0
 

 
 

 
7
9
 

3
4
3
,
3
0
0
3
8
3
,
7
0
0
 3
9
6
,
8
0
0
 

 
 

 
8
0
 

3
4
3
,
8
0
0
3
8
4
,
1
0
0
 3
9
7
,
0
0
0
 

 
 

 
8
1
 

3
4
4
,
1
0
0
3
8
4
,
5
0
0
 3
9
7
,
2
0
0
 

 
 

 
8
2
 

3
4
4
,
5
0
0
3
8
5
,
0
0
0
 3
9
7
,
5
0
0
 

 
 

 
8
3
 

3
4
4
,
9
0
0
3
8
5
,
4
0
0
 3
9
7
,
8
0
0
 

 
 

 
8
4
 

3
4
5
,
3
0
0
3
8
5
,
8
0
0
 3
9
8
,
0
0
0
 

 
 

 
8
5
 

3
4
5
,
6
0
0
3
8
6
,
1
0
0
 3
9
8
,
2
0
0
 

 
 

 
8
6
 

3
4
6
,
0
0
0
3
8
6
,
6
0
0
 

  
 

 

 
8
7
 

3
4
6
,
4
0
0
3
8
7
,
0
0
0
 

  
 

 

 
8
8
 

3
4
6
,
8
0
0
3
8
7
,
4
0
0
 

  
 

 

 
8
9
 

3
4
7
,
0
0
0
3
8
7
,
7
0
0
 

  
 

 

-21-



  

 
 

 
 

 

 
9
0
 

3
4
6
,
0
0
0
3
8
5
,
0
0
0
 3
9
7
,
5
0
0
 

 
 

 
9
1
 

3
4
6
,
4
0
0
3
8
5
,
4
0
0
 3
9
7
,
8
0
0
 

 
 

 
9
2
 

3
4
6
,
8
0
0
3
8
5
,
8
0
0
 3
9
8
,
0
0
0
 

 
 

 
9
3
 

3
4
7
,
0
0
0
3
8
6
,
1
0
0
 3
9
8
,
2
0
0
 

 
 

 
9
4
 

3
4
7
,
4
0
0
3
8
6
,
6
0
0
  

 
 

 

 
9
5
 

3
4
7
,
8
0
0
3
8
7
,
0
0
0
  

 
 

 

 
9
6
 

3
4
8
,
2
0
0
3
8
7
,
4
0
0
  

 
 

 

 
9
7
 

3
4
8
,
4
0
0
3
8
7
,
7
0
0
  

 
 

 

 
9
8
 

3
4
8
,
8
0
0
3
8
8
,
2
0
0
  

 
 

 

 
9
9
 

3
4
9
,
2
0
0
3
8
8
,
6
0
0
  

 
 

 

 
1
0
0
 

3
4
9
,
5
0
0
3
8
9
,
0
0
0
  

 
 

 

 
1
0
1
 

3
4
9
,
8
0
0
3
8
9
,
3
0
0
  

 
 

 

 
1
0
2
 

3
5
0
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
3
 

3
5
0
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
4
 

3
5
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
5
 

3
5
1
,
5
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
6
 

3
5
1
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
7
 

3
5
2
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
8
 

3
5
2
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
9
 

3
5
3
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
1
0
 

3
5
3
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
1
1
 

3
5
3
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
1
2
 

3
5
4
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
1
3
 

3
5
4
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
1
4
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
5
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
9
0
 

 3
4
7
,
4
0
0
3
8
8
,
2
0
0
 

  
 

 

 
9
1
 

3
4
7
,
8
0
0
3
8
8
,
6
0
0
 

  
 

 

 
9
2
 

3
4
8
,
2
0
0
3
8
9
,
0
0
0
 

  
 

 

 
9
3
 

3
4
8
,
4
0
0
3
8
9
,
3
0
0
 

  
 

 

 
9
4
 

3
4
8
,
8
0
0

 
 

 
 

 

 
9
5
 

3
4
9
,
2
0
0

 
 

 
 

 

 
9
6
 

3
4
9
,
5
0
0

 
 

 
 

 

 
9
7
 

3
4
9
,
8
0
0

 
 

 
 

 

 
9
8
 

3
5
0
,
2
0
0

 
 

 
 

 

 
9
9
 

3
5
0
,
6
0
0

 
 

 
 

 

 
1
0
0
 

3
5
1
,
0
0
0

 
 

 
 

 

 
1
0
1
 

3
5
1
,
5
0
0

 
 

 
 

 

 
1
0
2
 

3
5
1
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
3
 

3
5
2
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
4
 

3
5
2
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
5
 

3
5
3
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
6
 

3
5
3
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
7
 

3
5
3
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
8
 

3
5
4
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
9
 

3
5
4
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
1
0
 

 
 

 
 

 

 
1
1
1
 

 
 

 
 

 

 
1
1
2
 

 
 

 
 

 

 
1
1
3
 

 
 

 
 

 

 
1
1
4
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
5
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
6
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1
1
7
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
8
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
9
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
0
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
1
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
2
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
3
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
4
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
5
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1
1
7
 

  
 

 
 

 
 

 
1
1
8
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1
9
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
0
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
1
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
2
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
3
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
4
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
5
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 

 
 

 
（

都
城

市
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
７

条
 

都
城

市
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
8
年

条
例

第
2
9
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
扶

養
手

当
）

 
（

扶
養

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

扶
養

手
当

の
支

給
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

者
で

他
に

生
計

の
途

が

な
く

主
と

し
て

そ
の

職
員

の
扶

養
を

受
け

て
い

る
者

を
扶

養
親

族
と

す

る
。

 

２
 

扶
養

手
当

の
支

給
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

者
で

他
に

生
計

の
途

が

な
く

主
と

し
て

そ
の

職
員

の
扶

養
を

受
け

て
い

る
者

を
扶

養
親

族
と

す

る
。

 

(
１

)
 

配
偶

者
（

届
出

を
し

な
い

が
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に

あ
る

者
を

含
む

。
）

 

 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
１

)
 

（
略

）
 

(
３

)
 

（
略

）
 

(
２

)
 

（
略

）
 

(
４

)
 

（
略

）
 

(
３

)
 

（
略

）
 

(
５

)
 

（
略

）
 

(
４

)
 

（
略

）
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(
６

)
 

（
略

）
 

(
５

)
 

（
略

）
 

（
管

理
職

員
特

別
勤

務
手

当
）

 
（

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

）
 

第
1
1
条

 
（

略
）

 
第

1
1
条

 
（

略
）

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

、
管

理
監

督
職

員
が

災
害

へ
の

対
処

そ

の
他

の
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

に
よ

り
週

休
日

等
以

外
の

日
の

午
前

０
時

か
ら

午
前

５
時

ま
で

の
間

で
あ

っ
て

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
勤

務
し

た
場

合
は

、
当

該
職

員
に

は
、

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

を
支

給
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

、
管

理
監

督
職

員
が

災
害

へ
の

対
処

そ

の
他

の
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

に
よ

り
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時

ま
で

の
間

（
週

休
日

等
に

含
ま

れ
る

時
間

を
除

く
。

）
で

あ
っ

て
正

規
の

勤
務

時
間

以
外

の
時

間
に

勤
務

し
た

場
合

は
、

当
該

職
員

に
は

、
管

理
職

員
特

別
勤

務
手

当
を

支
給

す
る

。
 

３
 

（
略

）
 

３
 

（
略

）
 

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

等
に

つ
い

て
の

適
用

除
外

）
 

（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ

い
て

の
適

用
除

外
）

 

第
2
0
条

 
第

５
条

、
第

６
条

及
び

第
1
5
条

の
規

定
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ

か
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

第
2
0
条

 
第

５
条

及
び

第
1
5
条

の
規

定
は

、
地

方
公

務
員

法
第

2
2
条

の
４

第

１
項

又
は

第
2
2
条

の
５

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ

れ
た

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

(
１

)
 

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
又

は
第

2
2
条

の
５

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

 

 

(
２

)
 

地
方

公
共

団
体

の
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
に

関
す

る
法

律

（
平

成
1
4
年

法
律

第
4
8
号

）
第

５
条

 

 

 
（

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ

い
て

の
適

用
除

外
）

 

第
2
1
条

 
第

５
条

、
第

６
条

及
び

第
1
5
条

の
規

定
は

、
地

方
公

共
団

体
の

一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
4
8
号

）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

 

（
委

任
）

 
（

委
任

）
 

第
2
1
条

 
（

略
）

 
第

2
2
条

 
（

略
）

 

 
（

都
城

市
議

会
の

議
員

報
酬

、
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
８

条
 

都
城

市
議

会
の

議
員

報
酬

、
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
2
0
年

条
例

第
4
2
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
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（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
2
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
0
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
議

員
報

酬
の

月
額

に
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
５

項
に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
議

員
報

酬
の

月
額

に
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
５

項
に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

４
 

（
略

）
 

４
 

（
略

）
 

第
９

条
 

都
城

市
議

会
の

議
員

報
酬

、
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
期

末
手

当
）

 
（

期
末

手
当

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
7
.
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
議

員
報

酬
の

月
額

に
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
５

項
に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
２

項
中
「

1
0
0
分

の

1
2
5
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
1
7
2
.
5
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
期

末

手
当

基
礎

額
は

、
議

員
報

酬
の

月
額

に
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

第
５

項
に

規
定

す
る

職
制

上
の

段
階

等
を

考
慮

し
て

規
則

で
定

め
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

て
規

則
で

定
め

る
最

高
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

４
 

（
略

）
 

４
 

（
略

）
 

 
（

都
城

市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
1
0
条

 
都

城
市

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

2
6
年

条
例

第
3
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。
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改
正

前
 

改
正

後
 

（
給

与
に

関
す

る
特

例
）

 
（

給
与

に
関

す
る

特
例

）
 

第
７

条
 

第
３

条
又

は
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た

職
員

（
以

下
「

特
定

業
務

等
従

事
任

期
付

職
員

」
と

い
う

。
）

に
は

、
次

の
給

料
表

を
適

用
す

る
。

 

第
７

条
 

第
３

条
又

は
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た

職
員

（
以

下
「

特
定

業
務

等
従

事
任

期
付

職
員

」
と

い
う

。
）

に
は

、
次

の
給

料
表

を
適

用
す

る
。

 

職
務

の
級

 
１

級
 

２
級

 
３

級
 

４
級

 
５

級
 

給
料

月
額

 
1
7
0
,
9
0
0
円

1
8
1
,
8
0
0
円

1
9
6
,
2
0
0
円

2
0
8
,
0
0
0
円

2
1
7
,
8
0
0
円

 

職
務

の
級

 
１

級
 

２
級

 
３

級
 

４
級

 
５

級
 

給
料

月
額

 
1
9
4
,
5
0
0
円

2
0
7
,
4
0
0
円

2
2
0
,
0
0
0
円

2
3
0
,
0
0
0
円

2
3
8
,
2
0
0
円

 

２
・

３
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
 

第
1
1
条

 
都

城
市

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

（
短

時
間

勤
務

職
員

の
任

期
を

定
め

た
採

用
）

 
（

短
時

間
勤

務
職

員
の

任
期

を
定

め
た

採
用

）
 

第
４

条
 

（
略

）
 

第
４

条
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

３
 

任
命

権
者

は
、

前
２

項
の

規
定

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

職
員

が
次

に

掲
げ

る
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

時
間

に
つ

い
て

短
時

間
勤

務
職

員
を

当
該

職
員

の
業

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

当
該

業
務

を
処

理
す

る
た

め
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

、
短

時
間

勤
務

職
員

を
任

期
を

定
め

て
採

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

任
命

権
者

は
、

前
２

項
の

規
定

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

職
員

が
次

に

掲
げ

る
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

時
間

に
つ

い
て

短
時

間
勤

務
職

員
を

当
該

職
員

の
業

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

当
該

業
務

を
処

理
す

る
た

め
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

、
短

時
間

勤
務

職
員

を
任

期
を

定
め

て
採

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
１

)
 

（
略

）
 

(
１

)
 

（
略

）
 

(
２

)
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第

1
1
0
号

。
以

下
「

育
児

休
業

法
」

と
い

う
。

）
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

部
分

休
業

の
承

認
 

(
２

)
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第

1
1
0
号

）
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
部

分
休

業
の

承
認

 

第
1
0
条

 
給

与
条

例
第

９
条

、
第

1
0
条

、
第

1
0
条

の
３

及
び

第
1
1
条

の
２

の

規
定

は
、

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
は

、
適

用
し

な
い

。
 

第
1
0
条

 
給

与
条

例
第

９
条

、
第

1
0
条

の
３

及
び

第
1
1
条

の
２

の
規

定
は

、

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
は

、
適

用
し

な
い

。
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  ２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

 
（

都
城

市
会

計
年

度
任

用
職

員
の

給
与

及
び

費
用

弁
償

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
1
2
条

 
都

城
市

会
計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及

び
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
元

年
条

例
第

2
2
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

前
 

改
正

後
 

別
表

第
１

（
第

３
条

、
第

1
3
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

３
条

、
第

1
3
条

関
係

）
 

職
員

の
種

別
／

額
の

種
別

 
月

額
 

日
額

 
時

間
額

 

一
般

業
務

に
従

事
す

る
者

 
1
6
2
,
1
0
0
円

以
上

3
0
5
,
2
0
0
円

以
下

 1
5
,
0
2
7
円

以
下

 

1
,
0
3
0
円

以
上

1
,
9
3
9
円

以
下

 

 
（

略
）

 
 

職
員

の
種

別
／

額
の

種
別

 
月

額
 

日
額

 
時

間
額

 

一
般

業
務

に
従

事
す

る
者

 
1
8
3
,
5
0
0
円

以
上

3
0
8
,
5
0
0
円

以
下

 1
5
,
1
9
0
円

以
下

 

1
,
1
6
6
円

以
上

1
,
9
6
0
円

以
下

 

 
（

略
）

 
 

 
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

等
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
２

条
、

第
４

条
、

第
６

条
、

第
７

条
、

第
９

条
及

び
第

1
1
条

の
規

定
は

、
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

次
の

各
号

に
定

め
る

規
定

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

日
か

ら
適

用
す

る
。

 

 
(
１

)
 

第
５

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
都

城
市

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
第

５
条

改
正

後
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第

１
、

第
1
0
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

都
城

市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
以

下
「

改
正

後
の

任
期

付
職

員
採

用
条

例
」

と
い

う
。

）

及
び

第
1
2
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

都
城

市
会

計
年

度
任

用
職

員
の

給
与

及
び

費
用

弁
償

等
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
改

正
後

の
会

計
年

度
任

用
職

員

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

の
規

定
 

令
和

６
年

４
月

１
日

 

 
(
２

)
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
都

城
市

特
別

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
改

正
後

の
特

別
職

職
員

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

、
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

都
城

市
教

育
委

員
会

教
育

長
の

給
与

、
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
改

正
後

の
教

育
長

給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

、
第

５
条

改
正

後
給

与
条

例
第

1
8
条

の
３

及
び

第
1
8
条

の
６

及
び

第
８

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
都

城
市

議
会

の
議

員
報

酬
、

費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

（
以

下
「

改
正

後
の

議
員

報
酬

条
例

」
と

い
う

。
）

の
規

定
 

令
和

６
年

1
2
月

１
日

 

 
（

給
与

の
内

払
）

 

３
 

改
正

後
の

特
別

職
職

員
給

与
条

例
、

改
正

後
の

教
育

長
給

与
条

例
、

第
５

条
改

正
後

給
与

条
例

、
改

正
後

の
議

員
報

酬
条

例
、

改
正

後
の

任
期

付
職

員
採

用
条

例
又

は
改

正
後

の
会

計
年

度
任

用
職

員
給

与
条

例
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

は
、
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

都
城

市
特

別
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

、
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

都
城

市
教

育
委

員
会

教
育

長
の

給
与

、
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

る
条

例
、

第
５

条
の

規

定
に

よ
る

改
正

前
の

都
城

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

、
第

８
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

都
城

市
議

会
の

議
員

報
酬

、
費

用
弁

償
等

に
関

す
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る
条

例
、
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

都
城

市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

又
は

第
1
2
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

都
城

市
会

計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及

び
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

の
規

定
に

基
づ

い
て

支
給

さ
れ

た
給

与
は

、
そ

れ
ぞ

れ
改

正
後

の
特

別
職

職
員

給
与

条
例

、
改

正

後
の

教
育

長
給

与
条

例
、

第
５

条
改

正
後

給
与

条
例

、
改

正
後

の
議

員
報

酬
条

例
、

改
正

後
の

任
期

付
職

員
採

用
条

例
又

は
改

正
後

の
会

計
年

度
任

用
職

員

給
与

条
例

の
規

定
に

よ
る

給
与

の
内

払
と

み
な

す
。

 

 
（

号
給

の
切

替
え

）
 

４
 

令
和

７
年

４
月

１
日

（
以

下
「

切
替

日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

に
お

い
て

都
城

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

別
表

第
１

の
給

料
表

の
適

用
を

受
け

て
い

た
職

員
で

あ
っ

て
同

日
に

お
い

て
そ

の
者

が
属

し
て

い
た

職
務

の
級

が
附

則
別

表
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
職

務
の

級
で

あ
っ

た
も

の
の

切
替

日
に

お
け

る
号

給
（

次
項

及
び

同
表

に
お

い
て

「
新

号
給

」
と

い
う

。
）

は
、

切
替

日
の

前
日

に
お

い
て

そ
の

者
が

属
し

て
い

た
職

務
の

級
及

び
同

日
に

お
い

て

そ
の

者
が

受
け

て
い

た
号

給
（

同
表

に
お

い
て

「
旧

号
給

」
と

い
う

。
）

に
応

じ
て

同
表

に
定

め
る

号
給

と
す

る
。

 

 
（

切
替

日
前

の
異

動
者

の
号

給
の

調
整

）
 

５
 

切
替

日
前

に
職

務
の

級
を

異
に

す
る

異
動

を
し

た
職

員
及

び
市

長
の

定
め

る
こ

れ
に

準
ず

る
職

員
の

新
号

給
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

が
切

替
日

に
お

い
て

当
該

異
動

等
を

し
た

も
の

と
し

た
場

合
と

の
権

衡
上

必
要

と
認

め
ら

れ
る

限
度

に
お

い
て

、
市

長
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

必
要

な
調

整
を

行
う

こ
と

が

で
き

る
。

 

 
（

令
和

８
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

扶
養

手
当

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

６
 

切
替

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
都

城
市

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

９
条

の
規

定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

の
と

お
り

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

読
み

替
え

ら
れ

る
規

定
 

読
み

替
え

ら
れ

る
字

句
 

読
み

替
え

る
字

句
 

第
９

条
第

１
項

 
す

る
。

 
す

る
。

た
だ

し
、

次
項

第
６

号
に

該
当

す
る

扶
養

親
族

に
係

る
扶

養
手

当

は
、

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

そ
の

職
務

の
級

が
８

級
で

あ
る

も
の

に
対

し
て

は
支

給
し

な
い

。
 

第
９

条
第

２
項

 
(
５

)
 

重
度

心
身

障
害

者
 

(
５

)
 

重
度

心
身

障
害

者
 

 
 

(
６

)
 

配
偶

者
（

届
出

を
し

な
い

が
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に

あ
る

者
を

含
む

。
）

 

第
９

条
第

３
項

 
1
3
,
0
0
0
円

 
1
1
,
5
0
0
円

 

と
す

る
 

、
前

項
第

６
号

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
に

つ
い

て
は

3
,
0
0
0
円

と
す

る
 

７
 

切
替

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

第
７

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
都

城
市

企
業

職
員

の
給

与
の

種
類

及
び

基
準

に
関

す
る

条
例

第

５
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

と
お

り
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 
読

み
替

え
ら

れ
る

規
定

 
読

み
替

え
ら

れ
る

字
句

 
読

み
替

え
る

字
句

 

第
５

条
第

２
項

 
(
５

)
 

重
度

心
身

障
害

者
 

(
５

)
 

重
度

心
身

障
害

者
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(
６

)
 

配
偶

者
（

届
出

を
し

な
い

が
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に

あ
る

者
を

含
む

。
）

 

 
（

都
城

市
会

計
年

度
任

用
職

員
の

給
与

及
び

費
用

弁
償

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

８
 

施
行

日
に

お
い

て
会

計
年

度
任

用
職

員
で

あ
っ

て
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
任

用
条

件
（

以
下

「
遡

及
対

象
任

用
条

件
」

と
い

う
）

で
任

用
さ

れ
て

い
る

も
の
（

以
下
「

遡
及

対
象

職
員

」
と

い
う

。
）
以

外
の

者
に

対
す

る
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
日

の
属

す
る

月
の

末
日

ま
で

の
間
（

以
下
「

特

定
期

間
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
勤

務
に

係
る

給
与

に
つ

い
て

は
、

改
正

後
の

会
計

年
度

任
用

職
員

給
与

条
例

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

な
お

従
前

の
例

に

よ
る

。
 

 
(
１

)
 

施
行

日
に

お
け

る
任

期
の

定
め

が
３

月
を

超
え

る
こ

と
 

 
(
２

)
 

１
週

間
当

た
り

の
勤

務
時

間
が

、
1
5
.
5
時

間
以

上
で

あ
る

こ
と

 

９
 

施
行

日
に

お
い

て
遡

及
対

象
職

員
で

あ
る

も
の

で
あ

っ
て

、
遡

及
対

象
任

用
条

件
以

外
の

任
用

条
件

で
の

任
用

が
あ

る
も

の
に

対
す

る
特

定
期

間
に

お
け

る
勤

務
（

当
該

任
用

に
係

る
勤

務
に

限
る

。
）

に
係

る
給

与
に

つ
い

て
は

、
改

正
後

の
会

計
年

度
任

用
職

員
給

与
条

例
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
な

お
従

前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

委
任

）
 

1
0
 

前
各

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
定

め
る

。
 

附
則

別
表

（
附

則
第

４
項

関
係

）
 

旧
号

級
 

新
 

 
 

号
 

 
 

給
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 
８

級
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

２
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

３
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

４
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

５
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

６
 

２
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

７
 

３
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

８
 

４
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

９
 

５
 

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

1
0
 

６
 

２
 

２
 

１
 

１
 

１
 

1
1
 

７
 

３
 

３
 

１
 

１
 

１
 

1
2
 

８
 

４
 

４
 

１
 

１
 

１
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1
3
 

９
 

５
 

５
 

１
 

１
 

１
 

1
4
 

1
0
 

６
 

６
 

２
 

１
 

１
 

1
5
 

1
1
 

７
 

７
 

３
 

１
 

１
 

1
6
 

1
2
 

８
 

８
 

４
 

１
 

１
 

1
7
 

1
3
 

９
 

９
 

５
 

１
 

１
 

1
8
 

1
4
 

1
0
 

1
0
 

６
 

２
 

１
 

1
9
 

1
5
 

1
1
 

1
1
 

７
 

３
 

１
 

2
0
 

1
6
 

1
2
 

1
2
 

８
 

４
 

１
 

2
1
 

1
7
 

1
3
 

1
3
 

９
 

５
 

１
 

2
2
 

1
8
 

1
4
 

1
4
 

1
0
 

６
 

１
 

2
3
 

1
9
 

1
5
 

1
5
 

1
1
 

７
 

１
 

2
4
 

2
0
 

1
6
 

1
6
 

1
2
 

８
 

２
 

2
5
 

2
1
 

1
7
 

1
7
 

1
3
 

９
 

２
 

2
6
 

2
2
 

1
8
 

1
8
 

1
4
 

1
0
 

２
 

2
7
 

2
3
 

1
9
 

1
9
 

1
5
 

1
1
 

２
 

2
8
 

2
4
 

2
0
 

2
0
 

1
6
 

1
2
 

３
 

2
9
 

2
5
 

2
1
 

2
1
 

1
7
 

1
3
 

３
 

3
0
 

2
6
 

2
2
 

2
2
 

1
8
 

1
4
 

３
 

3
1
 

2
7
 

2
3
 

2
3
 

1
9
 

1
5
 

３
 

3
2
 

2
8
 

2
4
 

2
4
 

2
0
 

1
6
 

３
 

3
3
 

2
9
 

2
5
 

2
5
 

2
1
 

1
7
 

３
 

3
4
 

3
0
 

2
6
 

2
6
 

2
2
 

1
8
 

４
 

3
5
 

3
1
 

2
7
 

2
7
 

2
3
 

1
9
 

４
 

3
6
 

3
2
 

2
8
 

2
8
 

2
4
 

2
0
 

４
 

3
7
 

3
3
 

2
9
 

2
9
 

2
5
 

2
1
 

４
 

3
8
 

3
4
 

3
0
 

3
0
 

2
6
 

2
2
 

４
 

3
9
 

3
5
 

3
1
 

3
1
 

2
7
 

2
3
 

４
 

4
0
 

3
6
 

3
2
 

3
2
 

2
8
 

2
4
 

４
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4
1
 

3
7
 

3
3
 

3
3
 

2
9
 

2
5
 

４
 

4
2
 

3
8
 

3
4
 

3
4
 

3
0
 

2
6
 

５
 

4
3
 

3
9
 

3
5
 

3
5
 

3
1
 

2
7
 

５
 

4
4
 

4
0
 

3
6
 

3
6
 

3
2
 

2
8
 

５
 

4
5
 

4
1
 

3
7
 

3
7
 

3
3
 

2
9
 

５
 

4
6
 

4
2
 

3
8
 

3
8
 

3
4
 

3
0
 

 
 

4
7
 

4
3
 

3
9
 

3
9
 

3
5
 

3
1
 

 
 

4
8
 

4
4
 

4
0
 

4
0
 

3
6
 

3
2
 

 
 

4
9
 

4
5
 

4
1
 

4
1
 

3
7
 

3
3
 

 
 

5
0
 

4
6
 

4
2
 

4
2
 

3
8
 

3
4
 

 
 

5
1
 

4
7
 

4
3
 

4
3
 

3
9
 

3
5
 

 
 

5
2
 

4
8
 

4
4
 

4
4
 

4
0
 

3
6
 

 
 

5
3
 

4
9
 

4
5
 

4
5
 

4
1
 

3
7
 

 
 

5
4
 

5
0
 

4
6
 

4
6
 

4
2
 

3
8
 

 
 

5
5
 

5
1
 

4
7
 

4
7
 

4
3
 

3
9
 

 
 

5
6
 

5
2
 

4
8
 

4
8
 

4
4
 

4
0
 

 
 

5
7
 

5
3
 

4
9
 

4
9
 

4
5
 

4
1
 

 
 

5
8
 

5
4
 

5
0
 

5
0
 

4
6
 

4
2
 

 
 

5
9
 

5
5
 

5
1
 

5
1
 

4
7
 

4
3
 

 
 

6
0
 

5
6
 

5
2
 

5
2
 

4
8
 

4
4
 

 
 

6
1
 

5
7
 

5
3
 

5
3
 

4
9
 

4
5
 

 
 

6
2
 

5
8
 

5
4
 

5
4
 

5
0
 

 
 

 
 

6
3
 

5
9
 

5
5
 

5
5
 

5
1
 

 
 

 
 

6
4
 

6
0
 

5
6
 

5
6
 

5
2
 

 
 

 
 

6
5
 

6
1
 

5
7
 

5
7
 

5
3
 

 
 

 
 

6
6
 

6
2
 

5
8
 

5
8
 

5
4
 

 
 

 
 

6
7
 

6
3
 

5
9
 

5
9
 

5
5
 

 
 

 
 

6
8
 

6
4
 

6
0
 

6
0
 

5
6
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6
9
 

6
5
 

6
1
 

6
1
 

5
7
 

 
 

 
 

7
0
 

6
6
 

6
2
 

6
2
 

5
8
 

 
 

 
 

7
1
 

6
7
 

6
3
 

6
3
 

5
9
 

 
 

 
 

7
2
 

6
8
 

6
4
 

6
4
 

6
0
 

 
 

 
 

7
3
 

6
9
 

6
5
 

6
5
 

6
1
 

 
 

 
 

7
4
 

7
0
 

6
6
 

6
6
 

6
2
 

 
 

 
 

7
5
 

7
1
 

6
7
 

6
7
 

6
3
 

 
 

 
 

7
6
 

7
2
 

6
8
 

6
8
 

6
4
 

 
 

 
 

7
7
 

7
3
 

6
9
 

6
9
 

6
5
 

 
 

 
 

7
8
 

7
4
 

7
0
 

7
0
 

6
6
 

 
 

 
 

7
9
 

7
5
 

7
1
 

7
1
 

6
7
 

 
 

 
 

8
0
 

7
6
 

7
2
 

7
2
 

6
8
 

 
 

 
 

8
1
 

7
7
 

7
3
 

7
3
 

6
9
 

 
 

 
 

8
2
 

7
8
 

7
4
 

7
4
 

7
0
 

 
 

 
 

8
3
 

7
9
 

7
5
 

7
5
 

7
1
 

 
 

 
 

8
4
 

8
0
 

7
6
 

7
6
 

7
2
 

 
 

 
 

8
5
 

8
1
 

7
7
 

7
7
 

7
3
 

 
 

 
 

8
6
 

8
2
 

7
8
 

7
8
 

 
 

 
 

 
 

8
7
 

8
3
 

7
9
 

7
9
 

 
 

 
 

 
 

8
8
 

8
4
 

8
0
 

8
0
 

 
 

 
 

 
 

8
9
 

8
5
 

8
1
 

8
1
 

 
 

 
 

 
 

9
0
 

8
6
 

8
2
 

8
2
 

 
 

 
 

 
 

9
1
 

8
7
 

8
3
 

8
3
 

 
 

 
 

 
 

9
2
 

8
8
 

8
4
 

8
4
 

 
 

 
 

 
 

9
3
 

8
9
 

8
5
 

8
5
 

 
 

 
 

 
 

9
4
 

9
0
 

8
6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
5
 

9
1
 

8
7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
6
 

9
2
 

8
8
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9
7
 

9
3
 

8
9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
8
 

9
4
 

9
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
9
 

9
5
 

9
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
0
 

9
6
 

9
2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
1
 

9
7
 

9
3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
2
 

9
8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
3
 

9
9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
4
 

1
0
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
5
 

1
0
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
6
 

1
0
2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
7
 

1
0
3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
8
 

1
0
4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
9
 

1
0
5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
0
 

1
0
6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
1
 

1
0
7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
2
 

1
0
8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
3
 

1
0
9
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議案第１５１号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部職員課】 

条例名 都城市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 第１条、第３条、第５条、第８条、第

10 条及び第 12 条 公布の日 

第２条、第４条、第６条、第７条、第

９条及び第 11 条 令和７年４月１日 

制定年月 平成 18 年１月等 

制定改廃の 

目的・背景 

令和６年度人事院勧告に鑑みて、一般職の職員の給与に関する法律の改正（見

込）が行われることに伴い、特別職の職員及び議員並びに一般職の職員に係る給

料、期末手当及び勤勉手当について、また、職員の給与に準拠する一般職の任期付

職員及び会計年度任用職員の給料、期末手当及び勤勉手当について、それぞれ改定

し、あわせて、一般職の職員の諸手当を整備するため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 一般職の職員の月例給の引き上げ 

(１)初任給を、大卒で 23,800 円、高卒で 21,400 円それぞれ引き上げ 

(２)月例給を、若年層に重点を置き平均 3.0％引き上げ 

２ 給料表の見直し 

(１)若年層の早期昇格時や社会人採用時の給与を改善するため、初号近辺の号給

をカットして各級の初号の額を引き上げ  

(２)職責重視の給料体系とするため、７級と８級の水準の重なりを解消し、昇格

時の給料上昇幅を拡大 

(３)８級の職員について、成績優秀者の昇給による更に大きな給料上昇を確保す

るため、定期昇給の適用除外とし、最高号近辺の給料の額を引き上げ 

３ 市長、副市長、教育長及び議員の期末手当支給割合の引き上げ 

 年間 0.05 月分増額し、年間 3.45 月分とする。（現行 3.4 月分） 

年度 ６月期 １２月期 

令和６年度 1.7 月 1.75 月 

令和７年度以降 1.725 月 1.725 月 

４ 一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の引き上げ 

(１)再任用職員以外の職員は、年間 0.1 月分増額し、年間 4.6 月分とする。（現

行 4.5 月分） 

年度・手当 ６月期 １２月期 

令和６年度 
期末手当 1.225 月 1.275 月 

勤勉手当 1.025 月 1.075 月 

令和７年度以降 期末手当 1.25 月 1.25 月 

 勤勉手当 1.05 月 1.05 月 

(２)再任用職員は、年間 0.05 月分増額し、年間 2.40 月分とする。（現行 2.35

月分） 
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年度・手当 ６月期 １２月期 

令和６年度 
期末手当 0.6875 月 0.7125 月 

勤勉手当 0.4875 月 0.5125 月 

令和７年度以降 
期末手当 0.7 月 0.7 月 

勤勉手当 0.5 月 0.5 月 

５ 一般職の任期付職員及び会計年度任用職員の給料月額等の改定 

(１)一般職の任期付職員の給料月額を次のとおり改定する。 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 170,900 円 181,800 円 196,200 円 208,000 円 217,800 円 

⇩ 

給料月額 194,500 円 207,400 円 220,000 円 230,000 円 238,200 円 

(２)会計年度任用職員の給料月額、日額及び時間額を次のとおり改定する。ま

た、一定の条件を満たす会計年度任用職員の給与改定は、一般職の職員に準じ

令和６年４月に遡及して適用する。 

職員の種別／額の種別 月額 日額 時間額 

一般業務に従事する者 
162,100 円以上

305,200 円以下 

15,027 円以下 1,030 円以上 1,939 円

以下 

⇩ 

一般業務に従事する者 
183,500 円以上

308,500 円以下 

15,190 円以下 1,166 円以上 1,960 円

以下 

６ 扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職員特別勤務手当の見直し 

(１)扶養手当のうち配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額 

(２)住居手当の支給対象に再任用職員を追加 

(３)通勤手当の支給限度額を月 15 万円に引き上げ 

(４)管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯を拡大 

 

関係する法令 

及びその条項 

一般職の職員の給与に関する法律 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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